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  会 議 次 第 

 

 

１ 開  会 

２ あいさつ 

 ３ 議  事 

(1)白岡市国民健康保険税の税率等の見直しについて 

(2)白岡市国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関す

る条例の改正について 

(3)「白岡市国民健康保険第２期データヘルス計画」及び「白岡市国民健康

保険第３期特定健康診査等実施計画」の策定について 



(4)その他 

 ア 白岡市国民健康保険総合健診補助金交付要領について 

４  閉   会 

 

 

配 布 資 料 

 

 

・ 白岡市国民健康保険税の税率等の見直しについて（資料１） 

・ 「保険給付費支払基金条例」の改正について（資料２） 

・ 白岡市国民健康保険データヘルス計画(資料３) 

・ 人間ドック・脳ドック受診料補助のご案内（資料４） 

 

議    事    の    経    過 

発 言 者 議   題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

部 長 

 

 

 

副 市 長 

 

部 長 

 

会 長 

 

部 長 

 

新 委 員 

 

部 長 

 

会 長 

（議   長） 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

開会に当たり、会議出席者に謝意を述べる。現在の出席委員は１３名であ

り、定足数に達している旨を告げ、開会を宣す。続いて、副市長にあいさつを

願う。 

 

委員の出席を謝し、あいさつを行う。 

 

 会長にあいさつを願う。 

 

委員の出席を謝し、あいさつを行う。 

 

新しく就任された委員の紹介を行う。 

 

あいさつを行う。 

 

会長が議長となり議事を進めるよう願う。 

 

議事を進行する旨宣する。 

 

（１）白岡市国民健康保険税の税率等の見直しについて 

 

 続いて、本日の諮問事項の「（１）白岡市国民健康保険税の税率等の見直し

について」の件を議題とすることを告げ、事務局に説明を求める。 

 

資料１に基づき説明（第３回シュミレーションの報告及び保険税との比較に

ついて状況説明）を行う。 

 

質疑がないか、委員に諮る。 



 

Ａ 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

Ａ 委 員 

 

 

 

Ｂ 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

Ｃ 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

東部地区すべての市町村で保険税が不足しているが、県として激変緩和措

置、財政支援措置を検討しているのかどうか。 

 

 国の激変緩和は全国に1,700億円。第１、２回シュミレーションでは１５億

円だった納付金額が、第３回では１３億3,000万円に、国の激変緩和が入って

ここまで下がった状況である。この状況をみて更に激変緩和が入ると推測して

いるが、１１月には仮算定額が公表される。 

 

 国保に加入していない市民からみれば安易な法定外の繰り入れは避けるべき

で、また、国保税の値上げは滞納が増えることにつながる。被保険者の負担増

にならないよう検討いただきたい。 

 

 県の方針では６年以内に赤字解消を目指すとあるが、その見通しはどうなっ

ているか。 

 

 法定繰入と赤字の定義に該当しない法定外繰入は入っているが、現在の赤字

の定義による赤字解消計画の策定は必要ない。 

 

 基金残高が出る仕組みと基金がなくなってもいいものなのか伺いたい。 

 

 これまでは急な医療費の伸びに充てられる基金であったため必要であった

が、今後はその必要性は薄れるであろう。ただ新制度が始まるとどのような状

況になるか見えていないので、しばらくの間は必要である。基金がない市町村

もあるが、一般会計から法定外を繰入れている状況である。 

 

 ほかに質疑がないか委員に諮る。 

 

（なしの声あり） 

 

特に質疑がないため、質疑を終了する。 

ただいまの事務局説明のとおり、①国保税を値上げする②一般会計から法定

外の繰入金を繰入れる③基金を繰入れることについて、財政課と協議のうえ次

回会議にて税率案を提示すること、引き続き継続審議とすることで了承してよ

いか。 

 

（異議なしの声あり） 

 



議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

Ａ 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

異議なしと認め、事務局説明どおり承認することに決定した。 

 

次回は具体的な税率をご審議いただきたい。賦課方式の変更は運営協議会に

ご了解をいただいているが、第３回シュミレーションと併せて議会に報告して

いく。 

 

（２）白岡市国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に

関する条例の改正について 

 

次に、「（２）白岡市国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び

処分に関する条例の改正について」の件を議題とすることを告げ、事務局に説

明を求める。 

 

資料２に基づき説明（保険給付費に限定されている基金の用途を国保特会全

体に拡大する）を行う。 

 

質疑がないか、委員に諮る。 

 

任意給付は県からの交付金の対象外ということだが、県への納付金にプラス

して任意給付を見込む必要があるということか。 

 

標準税率算定の基礎額として任意給付も含まれている。標準税率を確保すれ

ば交付金の対象外となる経費も賄うことができる。上乗せして課税することは

ない。 

 

ほかに質疑がないか委員に諮る。 

 

（なしの声あり） 

 

ほかに質疑がないため、採決に移る。 

「（２）白岡市国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に

関する条例の改正について」は、適当と認め、事務局説明のとおりとすること

に異議ないか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認め、事務局説明どおりとすることに決定した。 

 



 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

（３）「白岡市国民健康保険第２期データヘルス計画」及び「白岡市国民

健康保険第３期特定健康診査等実施計画」の策定について 

 

次に、「（３）白岡市国民健康保険第２期データヘルス計画及び白岡市国民

健康保険第３期特定健康診査等実施計画の策定について」の件を議題とするこ

とを告げ、事務局に説明を求める。 

 

資料３に基づき説明（両計画を一体化して策定すること）を行う。 

 

質疑がないか、委員に諮る。 

 

（なしの声あり） 

 

特に質疑がないため、採決に移る。 

「（３）白岡市国民健康保険第２期データヘルス計画及び白岡市国民健康保

険第３期特定健康診査等実施計画の策定について」は、事務局説明のとおりデ

ータヘルス計画と特定健康診査等実施計画を一体化して策定することに異議な

いか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認め、事務局説明のとおりとすることに決定した。 

 

１０月中に委員のご意見をいただきたい。１２月の運営協議会にてご審議い

ただいた後、パブリックコメントを実施、市民のご意見を取り込み、今年度中

に策定していく予定である。 

 

（４）その他 

ア 白岡市国民健康保険総合健診補助金交付要領について 

 

次に、「（４）その他」の「ア 白岡市国民健康保険総合健診補助金交付要

領について」事務局から説明を求める。 

 

資料４に基づき説明（対象者の拡大及び申請手続きについて明記）を行う。 

 

質疑がないか、委員に諮る。 

 

（なしの声あり） 



 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

部 長 

 

 

 

 特に質疑がないため、ただいまの「その他」の事項については、報告済みと

する。 

 

他に報告等がないか、委員及び事務局に諮る。 

 

 （なしの声あり） 

 

議事全件終了の旨を述べ、委員の協力に対し謝し、議長を降りる。 

 

以上で、本日の議事全件終了の旨を述べ、慎重審議を謝し、閉会を宣した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


